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○議事日程〔 第１号 〕 

 平成２５年２月２７日（水曜日）午前１０時開会 

※開会宣告  

※開議宣告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  第１号議案から第３８号議案まで 

提案理由説明 

追加日程第１ 副議長辞職の件 

追加日程第２ 副議長の選挙 

追加日程第３ 定住対策特別委員会の委員選任 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

○出席議員（２０名） 

１  番 土 谷 信 也 

２ 番 近 藤 紀 男 

３ 番 成 重 博 文 

４  番  安 達    隆 

５  番    山  田  秀  夫 

６  番  松 本 博 彰 

７ 番   中山田  健  晴 

８  番    河  野  徳  久 

９  番    明 石 光 子 

１０ 番 土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 

１２  番    鴛  海  政  幸 

１３  番    安  東  正  洋 

１４  番    北 崎 安 行 

１５  番    川 原  直 記 

１６  番    河  野  正  春 

１７  番    山 本 博 文 

１８  番    菅    健 雄 

１９  番    徳 永   浄 

２０  番    大  石  忠 昭 

 

○欠席議員（０名） 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長    河 野 真 一 

庶 務 係 長    次郎丸 浩 一 

議 事 係 長    岩 本   力 

 

 

主     任    西 田 巨 樹 

 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長    永 松 博 文 

副  市  長    鴛 海   豊 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

            野 村 信 隆 

市参事兼税務課長   安 東 良 介 

市参事兼農林振興課長   井 上 晃 一 

総 務 課 長          安 藤 隆 治 

企 画 情 報 課 長         佐 藤 之 則 

財  政  課  長       甲 斐 智 光 

市 民  課  長    山 田 真 一 

保 険 年 金 課 長   佐 藤   清 

子育て・健康推進課長   植 田 克 己 

人権・同和対策課長     伊 東 文 夫 

環 境 課 長    都 甲 賢 治 

商 工 観 光 課 長   安 田 祐 一 

農 地 整 備 課 長   榎 本 久 光 

建  設  課  長    筒 井 正 之 

都 市 建 築 課 長     河 野 義 雄 

上 下 水 道 課 長      中 尾   勉 

福 祉 事 務 所 長     尾 形   稔 

地域総務二課長兼水産・地域産業課長 

              後 藤 三 利 

消    防    長    後 藤   勲 

総務課 課長補佐兼総務係長兼秘書広報係長 

       後 藤 史 明 

総務課 人事・法規係長   丸山野 幸 政 

教育庁 

教  育  長    河 野   潔 

総 務 課 長       渡 邊 和 幸 

学 校 教 育 課 長   瀬 口 卓 士  

 

○議長（河野正春君） おはようございます。 

 開会前ですが、議員各位にお知らせします。 

傍聴規則第８条ただし書きに基づき、本日の本会

議中写真撮影の許可をしましたのでご了承願います。 

○議長（河野正春君） ただいまの出席議員は、２

０名で、議員全員の出席であります。 

よって、平成２５年第１回豊後高田市議会定例会

は成立いたしましたので、開会いたします。 

○議長（河野正春君） この際、諸般の報告をいたし
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ます。 

お手元に配付いたしました事務報告書のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

○議長（河野正春君） これより、本日の会議を開き

ます。 

市長ほか関係者の出席を求めましたので、ご了承

願います。 

○議長（河野正春君） 日程第１、会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員に５番、山田秀夫君、及び、６番、

松本博彰君を指名いたします。 

○議長（河野正春君） 日程第２、会期の決定を議題

といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から３月１５日までの

１７日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君） ご異議なしと認めます。 

よって、今期定例会の会期は、本日から３月１５

日までの１７日間と決定いたしました。 

なお、会期中の会議予定は、お手元に配付してあ

ります会議予定表のとおりであります。 

○議長（河野正春君） 日程第３、第１号議案から第

３８号議案までを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君） 本日、ここに第１回定例会

を招集いたしましたところ、議員各位にはご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。 

提案理由の説明に先立ち、市政に関する諸般の報

告を申し上げます。 

 まず、宇佐・高田・国東広域事務組合におきまし

て、３市共同で建設を計画しております新ごみ処理

施設の建設候補地についてでございますが、これま

で第１候補地として選定し、交渉が進められてきま

した宇佐市乙女新田地区におきまして、最終的に地

区内の合意形成が図られず、同地区での施設建設に

ついて断念せざるを得なくなりましたので、議員各

位にご報告し、お詫びを申し上げます。 

 今後についてでございますが、新たな建設候補地

を公募することといたしており、平成３０年４月の

供用開始時期に遅れの生じることが想定されており

ますが、可能な限り施設の早期完成をめざすことと

いたしておりますので、あわせてご報告申し上げま

す。 

なお、市民の皆さんには、市報等でこの旨、ご報

告させていただきます。 

次に、市政や市民の皆さんの取り組みが多方面か

ら高い評価をいただいておりますので、このことに

つきまして、順次ご報告を申し上げます。 

まず、市の重点施策として進めております定住関

係についてでございます。 

大手出版社の宝島社が発行する月刊情報誌「いな

か暮らしの本」２月号の特集企画「第１回日本住み

たい田舎ランキング」で本市が栄えある全国第１位

に選ばれました。これは、同誌の編集部が、全国の

市町村から田舎暮らしで人気の９４市町村を選定し、

あらゆる角度から独自のアンケート調査が実施され、

その中で全国トップの評価をいただいたものでござ

います。 

フジテレビの全国放送番組をはじめとする、多く

のメディアに取り上げられ、大変な反響をいただい

ているところでございまして、今後におきましても、

この評価に恥じることのないよう、各種定住施策の

充実を図っていく必要があると考えております。 

 次に、各小中学校の表彰、受賞についてでござい

ます。 

まず、臼野小学校におきまして、学校、家庭、地

域が連携した食育の取り組み等が評価され、文部科

学大臣表彰を受賞し、呉崎小学校におきましては、

白ネギ栽培等に挑戦する児童の姿を掲載した小学校

のホームページが評価され、全日本小学校ホームペー

ジ大賞の大分県最優秀賞を受賞しております。そし

て、都甲小学校では、アルミ缶回収活動等、長年に

わたる環境美化教育が評価され、第１３回環境美化

教育優良校に選定されております。さらに、三浦小

学校、都甲中学校ではともに校区内のお年寄りとの

ふれあい行事、地域の文化財や河川清掃等、福祉教

育が評価され、福祉優秀校大分合同新聞賞の第２６

回受賞校として、県内の受賞４校のうち、本市の２

校が表彰されております。 

こうして、ぶんごたかだっ子が元気にいろんな分

野の活動に取り組んでおり、そのことが各方面で高

い評価をいただいていることは、子どもたちの自信

とやる気を生み出し、学力面のみならず、将来の人

間形成に大きく役立つものと考えております。 

子どもたちは、市の宝でございます。今後とも、

さらなる教育のまちづくりを進めていく必要がある

と考えております。 
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次に、岬ガザミのブランド評価についてでござい

ます。 

本市の特産品であります岬ガザミが特許庁の地域

団体商標に登録されました。 

県内の水産物では、関アジ、関サバ、別府湾ちり

めんに続き４例目の登録ということで、本市の代表

的ブランド品が全国的に認められ大変うれしく思っ

ております。食の観光及び水産振興をさらに推進す

る大きな牽引役となるよう、期待しているところで

ございます。 

次に、ふるさとＣＭ大賞についてでございます。 

今回で１０回目を迎えましたＯＡＢ主催の「大分ふ

るさとＣＭ大賞」におきまして、本市が制作したＣ

Ｍが２回目の大賞を受賞いたしました。２回目の大

賞受賞は、本市が初めてであり、大変光栄に思って

いるところでございます。 

優勝賞品として、本市のＣＭをＯＡＢで年間１０

０本、県外の系列局で５０本放送していただけると

いうことで、本市のＰＲに大きな効果があると考え

ております。 

制作にあたりましては、第１回目から若手職員有

志により、企画、撮影、編集作業を全て手作りで行っ

ております。 

私はこれまで「よく働く職員」を市の自慢の一つ

として申し上げてきました。今回も職員の努力とそ

の成果を大いに評価したいと思います。 

次に、各種施策、行事等の報告についてでござい

ます。 

現代アートを活用し、地域活性化に取り組む「国

東半島アートプロジェクト２０１２」の春季プロジェ

クトが、２月９日から開幕いたしました。 

現在、旧香々地庁舎で、気鋭の冒険写真家であり

ます石川直樹さんの写真展等を行っておりまして、

３月９日には、長崎鼻一帯に、故ジョン・レノン氏

のパートナーで、前衛芸術家として世界的に有名な

オノ・ヨーコさん監修の石のベンチ、韓国の世界的

アーティスト、チェ・ジョンファさんが創作したピ

ラミッド型の段々畑等を展示し、当日は、１９時か

ら長崎鼻でオノ・ヨーコさんが作った詩の朗読に合

わせて花火の打ち上げを行う等、様々な取り組みを

行っていくこととしております。 

アーティストの新しい感性と地域の力が出会い生

み出されたアート作品を、市民の皆さんはもとより、

県内外の多くの方々にも体験していただくよう、今

後も取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

次に、今月１８日から２２日までの５日間にかけ

て行われました、第５５回記念県内一周大分合同駅

伝競走大会において、本市は昨年と同じく１１位と

いう成績でしたが、タイムは大きく躍進いたしまし

た。 

Ｂ部を死守できましたのも、常日ごろから行って

いる練習の成果と市民の皆さんの力強い声援の賜物

だと思っております。 

それでは、本定例会に提案いたしました議案につ

いて、その大要をご説明申し上げます。 

まず、平成２５年度一般会計予算案についてご説

明申し上げます。 

平成２５年度は、４月に市長選挙が行われること

から、骨格予算として編成しております。しかしな

がら、平成２４年度におきまして、市の最重点課題

であります定住人口の増をめざし、人口３万人を目

標に掲げて、市の総力を挙げ各種施策の展開を行っ

ておりますので、引き続き、この目標を達成するた

めの継続事業等について、本予算に計上しておりま

す。 

また、市民の暮らしに直結する福祉や医療、教育

関係等につきましては、新規事業であっても可能な

限り当初計上を行うとともに、現在の景気雇用情勢

を考慮し、緊急雇用創出事業等についても予算計上

をしております。 

こうした考えに基づき編成しました一般会計当初

予算案は、１１８億５，１６６万９，０００円で、

前年度当初予算と比較しますと１５．６％の減となっ

ております。 

まず、歳入についてでございますが、本市歳入の

根幹となります市税と地方交付税についてご説明申

し上げます。 

市税につきましては、２１億４，６４２万２，０

００円で、前年度当初予算額に比べ０．０３％の増

と、ほぼ前年度と同水準となっております。 

地方交付税につきましては、５９億６，１４７万

６，０００円で、前年度当初予算額に比べ４．８％

の減となっており、地方財政計画による地方交付税

総額の減少等を見込んだことによるものであります。 

次に、歳出についてでございますが、まず、本市

の最重点目標として定住人口の増加に向けての取り

組みがございます。この一年間、様々な取り組みを

実施してきたところでありまして、先ほどご報告し

ましたとおり、各種メディアや報道機関において大

きく紹介され、本市に住みたいと興味を抱かれる方々
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も増加していると考えられます。 

そのため、こうした機運を停滞させることのない

よう、婚活促進事業、空き家リフォーム事業等、住

宅対策については、さらに推進してまいります。 

次に、健康なまちづくりについてでございます。 

市民の皆さんがいつまでも元気で長生きするとい

うのは、最も大切なことであります。 

そのため、生活習慣病に対する医療費抑制や健康

寿命の延伸を図るため、関係機関等と連携を図りな

がら、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援

するため、健康増進計画を策定するとともに、本市

は高血圧による受診が多いことから減塩等に関する

健康教室開催と普及啓発を実施してまいります。 

さらに、がん予防についても検診等の受診勧奨を

行うため訪問活動を行い、受診率の向上に努め、早

期発見、早期治療へつなげていきたいと思っており

ます。 

これらの取り組みと合わせ、チャレンジウォーキ

ング、いきいき元気運動教室、豊後高田市版チャレ

ンジデー等の身近に運動できる環境づくりを進めて

まいります。 

次に、産業の振興についてでございます。 

先ほどご報告を申し上げましたが、岬ガザミが特

許庁の地域団体商標に登録されたことから、ますま

すその人気も高まり、需要も増加してくると考えら

れます。 

今後はこうした需要に対する安定的な供給も大切

になってきますので、漁でとれた抱卵ガザミについ

て、大分県漁業協同組合香々地支店と協力し買い上

げを行い、自然界での産卵を促すための取り組みを

支援してまいります。 

また、西日本でも有数の産地となりました、そば

についても、これまでの品質向上に向けた取り組み

はもちろん、そば道場の開設等、さらなる消費拡大

と生産拡大に向けた施策を推進するとともに、甚大

な被害が続く有害鳥獣対策についても本予算へ計上

し、その対策を進めてまいりたいと考えております。 

次に、教育のまちづくりについてでございます。 

本年４月１日、県内で初となる施設一体型の都甲

小中一貫校「戴星学園」が開校いたします。 

本校におきましては、文部科学省の教育課程特例

校制度の指定を受け、独自のカリキュラムを編成し

新たな教育が行われることになるため、本予算にお

きましても一貫校における特色づくりに係る予算を

計上させていただいております。 

また、去る２月１４日には、待望の新図書館がオー

プンいたしました。 

平成２５年度から、この新図書館を活用し、新た

に「学びの２１世紀塾市民講座」を開催することと

いたしましたので、教育、文化の拠点としてより多

くの市民の皆さんにご利用していただきたいと考え

ております。 

このほかにも子育てにやさしいまちとして、子育

て世代の支援を中心とした各種取り組みについても

継続するとともに、社会問題化しつつある空き家問

題について新たに条例等も整備したことから、本対

策に係る予算等も計上させていただいております。 

その他の歳出の概要についてでございますが、参

考資料として平成２５年度一般会計予算の主要事業

一覧を配布させていただいておりますので、説明は

省略させていただきます。 

このほかに、予算関係では、第２号議案から第１

０号議案までの各特別会計予算９件と第１１号議案

では企業会計予算１件、第１２号議案から第１４号

議案におきまして、平成２４年度補正予算３件を提

出させていただいております。 

次に、予算以外の議案についてでございますが、

各議案の末尾に提案理由を付していますので、その

全てについての説明は省略し、主なものについてご

説明申し上げます。 

第１５号議案、中津市との間における定住自立圏

の形成に関する協定の一部変更につきましては、圏

域住民の健康づくり活動を促進し、圏域内スポーツ

施設の効率的な利活用を図るべく、スポーツの振興

に関する規定を追加するため議決を求めるものでご

ざいます。 

第１８号議案から第２０号議案までにつきまして

は、スパランド真玉、ライスセンター及び堆肥セン

ターに係る指定管理者の指定について、それぞれ議

決を求めるものでございます。 

次に、第２１号議案、豊後高田市行政組織条例の

一部改正についてでございます。 

今回提出しております改正の内容につきましては、

まず、企画情報課が所管する定住施策及び地域振興

策を重点的、一体的に推進するため、その事務を地

域・文化推進室へ移管し、同室を課へ変更するとと

もに、その名称を地域活力創造課とするものでござ

います。 

また、企画情報課の分掌事務について、市の住宅

施策を総合的にプロデュースするため、必要な規定
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を追加しております。さらに、子育てに関する各種

施策を効率的、重点的に推進するため、福祉事務所

が所管する保育所に関する事務を、子育て・健康推

進課へ移管するとともに、市民の健康増進、母子保

健等に関する施策をより積極的に推進するため、ウェ

ルネス推進室を課へ変更し、その名称をウェルネス

推進課とするもの等でございます。 

次に、第２２号議案、豊後高田市常勤特別職の職

員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正につい

てでございます。 

国及び大分県におきましては、退職給付の官民較

差を解消するため、一般職職員の退職手当について、

本年１月から段階的にその支給水準を引き下げるこ

ととし、最終的には、平成２６年７月以降に支給さ

れる退職手当について、現行水準より約１４．９％

の引下げが行われることとなっております。また、

大分県の常勤特別職等においても、一般職職員の引

き下げに準じた内容で退職手当の減額が行われてお

ります。 

こうした状況を考慮いたしまして、第二次行政改

革大綱及び実施計画に基づき、時限的な措置として

退職手当の支給水準を、市長においては１２％、副

市長及び教育長においては１０％の減額をすること

としておりました計画を見直しまして、本年３月以

降に支給する市長、副市長及び教育長の退職手当の

支給水準について、国及び大分県の最終的な減額率

にあわせて、恒久的な制度として一律１５％を減額

するものでございます。 

なお、一般職職員の退職手当につきましても、本

定例会に追加議案として提出させていただく予定で

ございます。 

第２９号議案、豊後高田市男女共同参画推進条例

の制定につきましては、男女共同参画を総合的かつ

計画的に推進し、男女共同参画社会を実現するため、

必要な事項を定めるものでございます。 

また、その他の議案といたしまして、地域主権改

革一括法の施行により、これまで国が定めていた基

準について市の条例で定めることとなりましたので、

第２６号議案及び第２７号議案、第３０号議案から

第３３号議案まで、及び第３６号議案から第３８号

議案まで、それぞれ条例を提出させていただいてお

ります。 

 以上で本定例会に提案いたしました議案について

説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の上、ご協賛

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（河野正春君） しばらく休憩します。 

午前１０時２４分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

○議長（河野正春君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

休憩中に、副議長、安達 隆君から副議長の辞

職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１と

して直ちに議題といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日

程第１として直ちに議題とすることに決しました。 

○議長（河野正春君）  しばらく休憩します。 

午前１０時３６分 休憩 

午前１０時３７分 再開 

○議長（河野正春君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

追加日程第１、副議長辞職の件を議題といたしま

す。 

事務局長から副議長辞職願を朗読させます。 

○事務局長（河野真一君） 

辞職願 

この度、一身上の都合により副議長を辞職したいの

で、許可されるよう願い出ます。 

平成２５年２月２７日 

豊後高田市議会議長 河野正春 様 

豊後高田市議会副議長 安達 隆 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  お諮りいたします。 

 安達 隆君の副議長辞職を許可することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって、安達 隆君の副議長辞職を許可すること

に決しました。 

 安達 隆君の入場を許します。 

（４番 安達 隆君 入場） 

○議長（河野正春君）  前副議長、安達 隆君から

発言を求められておりますので、発言を許可します。 

○４番（安達 隆君）  安達でございます。皆様方

のご指導、ご協力のおかげでこの一年間、副議長の

職務をまっとうすることができたと思います。あり



２月２７日 

 - 6 - 

がとうございました。今度は一市会議員として、市

民のため、豊後高田市のためにさらにがんばってい

きたいと思います。よろしくお願いします。ありが

とうございました。 

（拍手） 

○議長（河野正春君）  ただいま、副議長が欠員と

なりました。 

 お諮りいたします。 

副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２とし

て選挙を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程

第２として選挙を行うことに決しました。 

○議長（河野正春君）  追加日程第２、副議長の選

挙を行います。 

選挙の方法は投票により行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（河野正春君）  ただいまの出席議員は２０

名であります。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

○議長（河野正春君）  投票用紙の配付もれはあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  配付もれなしと認めます。

投票箱を改めさせます。 

 （投票箱点検） 

○議長（河野正春君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 念のため申し上げます。 

投票は、単記無記名であります。投票用紙に被選

挙人の氏名を記載のうえ、点呼に応じて順次投票願

います。 

 なお、白票は無効といたします。 

 点呼を命じます。 

○書記（西田巨樹君） それでは、議席番号とお名

前を申し上げますので、順次投票願います。   

１番土谷信也議員、２番近藤紀男議員、３番成重

博文議員、４番安達 隆議員、５番山田秀夫議員、

６番松本博彰議員、７番中山田健晴議員、８番河野

徳久議員、９番明石光子議員、１０番土谷 力議員、

１１番村上和人議員、１２番鴛海政幸議員、１３番

安東正洋議員、１４番北崎安行議員、１５番川原直

記議員、１７番山本博文議員、１８番菅 健雄議員、

１９番徳永 浄議員、２０番大石忠昭議員、１６番

河野正春議員。 

（各議員投票） 

○議長（河野正春君）  投票もれはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  投票もれなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 

  （議場開鎖） 

○議長（河野正春君） 開票を行います。  

 会議規則第３２条第２項の規定により立会人に７

番中山田健晴君、８番河野徳久君を指名いたします。 

 よって、両君の立会を願います。 

 開票を行います。 

（開票） 

○議長（河野正春君） 選挙の結果を報告いたしま

す。 

投票総数 ２０票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしておりま

す。 

そのうち 

有効投票 ２０票 

無効投票  ０票 

であります。 

 有効投票のうち 

山本博文君 １９票 

大石忠昭君  １票 

以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。 

 よって、山本博文君が副議長に当選されました。 

ただいま、副議長に当選されました山本博文君が

議場におられますので、本席から会議規則第３３条

第２項の規定により当選した旨、告知いたします。 

山本博文君に副議長当選承諾及びあいさつを願い

ます。 

○副議長（山本博文君） ただいま、議員の皆様方

のご推挙よりまして副議長に就任することができま

した山本でございます。私にとりましてこの上ない

幸せなことでございますけれども、ただ、責任の重

大さを痛感しているところであります。今後は、河

野正春議長のもと、議会運営が円満にまた、公平に

運営できますよう努めてまいりたいと思っておりま

す。  
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今後とも皆さんのご指導とご鞭撻をよろしくお願

いします。簡単ではございますが就任のあいさつと

させていただきます。ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（河野正春君） しばらく休憩をいたします。 

午前１０時５１分 休憩 

午前１１時００分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 休憩中に、副議長の山本博文君から、定住対策特

別委員会の委員の辞任願が提出され、委員会条例第

１３条の規定により議長において辞任を許可いたし

ましたので、ご報告申し上げます。 

定住対策特別委員会１名の委員が欠員となりまし

たので、補欠の委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 定住対策特別委員会の委員選任の件を日程に追加

し、追加日程第３として、直ちに議題といたしたい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、定住対策特別委員会の委員選任の件を日

程に追加し、追加日程第３として、直ちに議題とす

ることに決しました。 

○議長（河野正春君）  追加日程第３、定住対策特

別委員会の委員選任の件を議題といたします。 

 定住対策特別委員会の委員選任は議長が会議に

諮って指名することになっております。 

 お諮りいたします。 

 選任の方法は、先例により、正副議長及び正副議

会運営委員長で協議し、議長が指名することにいた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、選任の方法は、先例により、正副議長及

び正副議会運営委員長で協議し、議長が指名するこ

とに決しました。 

 協議のため、しばらく休憩をいたします。 

午前１１時０２分 休憩 

午前１１時０４分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 それでは定住対策特別委員会の委員を指名します。 

定住対策特別委員会の委員に４番安達 隆君を指

名いたします。 

○議長（河野正春君）  お諮りいたします。 

ただいま、指名いたしました４番安達 隆君を定

住対策特別委員会の委員に指名することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました４番安達 隆

君を定住対策特別委員会の委員に選任することに決

しました。 

○議長（河野正春君） 以上で本日の日程は、全部

終了いたしました。 

あすから３月４日まで休会し、次の本会議は、３

月５日、午前１０時に再開し、議案質疑を行います。 

 なお、議案質疑の通告は、あす正午までに提出願

います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１１時０５分 散会 
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